
業務内容 留意事項

ア 要件定義

初年度にＲＰＡを導入する業務については、業務所管課の意向を優先し、本

市内部で検討を重ねたものであり、別紙２及び別紙３についても業務所管課

担当者との調整を行った結果です。

最終的にＲＰＡを適用する箇所に当たっては、業務所管課担当者へのヒアリ

ングを実施し、最大限の業務改善の効果が出るよう双方協議のうえ決定する

ものとします。

イ 関連事業者との調整

ＲＰＡの動作については、本市既存システム及び本市端末環境に依存し、必

要な動作を意図なく制御してしまう可能性は否めません。また、マニュアル

作成に当たっての画面イメージのコピー取得やシステム画面での入力項目の

制御情報について等、システム事業者の著作権の範囲を含む可能性がありま

す。

したがいまして、ＲＰＡを導入するに当たって、本市既存のシステム委託事

業者及び本市職員との密な調整を図り、本業務目的を達成するための最善の

取組を行ってください。

ウ ＲＰＡツールのインストール

ＲＰＡツール（ソフトウエア）を本市が指定した既存端末へインストールし

てください。ただし、本市ネットワーク端末へのログイン権限を要するた

め、実際の作業に関しては事前に詳細な調整を行います。

インストールおよびインストール後において、適切な動作を行わない場合

は、前項のとおり対応してください。

エ 構築

ＲＰＡシナリオを設計し、業務所管課担当者との合意のうえ、開発に着手し

てください。

①今後の運用や編集、適用業務の追加は、基本的に業務所管課担当者が行う

ことになるため、基本的な知識のみで編集できる程度のシンプルな設計とし

てください。また、他業務への展開を想定できるものについては、数個のシ

ナリオを組合せるような設計が望ましいと考えます。

②業務所管課端末での作業となる場合は、窓口等の都合により時間的制約が

生じますのでご了承ください。また、職員不在での作業はできませんので、

作業時間の調整は事前に行ってください。

③業務所管課担当者の教育の一環として、シナリオの内容や考え方の説明を

受けるだけでなく、実際にシナリオを作成する作業については業務所管課担

当者の見学を前提とします。

オ 検証（テスト）

検証に必要なデータ及びチェックリスト等は受託者にて作成し、本市の承認

を得ることとします。テスト実施時は、ツールの操作方法等について説明そ

の他支援を行い、円滑にテストが実施できるようにしてください。
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業務内容 留意事項

カ ドキュメント作成

保守性を考慮したドキュメントを作成してください。

職員が運用していく前提ですので、編集しにくいデータ形式にしない等、配

慮してください。

業務プロセスマニュアルとは、ＲＰＡ導入箇所の前後を含めた業務全体のマ

ニュアルを指します。

操作手順書とは、ＲＰＡツールを利用して想定される編集、追加作業等を行

うためのものを指します。（操作手順書については、市販されているマニュ

アルの納品のみは不可とします。）

キ 運用ルールの作成支援

ＲＰＡは、まずスモールスタートとして10業務（７室課）を対象として導

入し、令和４年度にはＡＩ－ＯＣＲの導入、令和５年度にはＲＰＡの全体管

理を計画しています。それらを踏まえて、導入段階において必要かつ実現可

能な全庁的な運用ルール案を令和３年２月を目途に作成し、内部決裁のう

え、現場へ周知徹底していきます。

必須事項としては、「業務改善への取組としてのＲＰＡ導入の取組」、「Ｒ

ＰＡの利用におけるセキュリティ面」、「利用時間・人・機器の限定又はそ

の手法」等があり、その他、どういうルールを策定すれば、より効果的なＲ

ＰＡの導入となるのか、いわゆる野良ロボットを回避できるのか、というよ

うな面において、支援を求めます。

ク 操作説明会
上記カで作成したドキュメントに従い、シナリオの操作や編集の方法などの

操作説明会をお願いします。

ケ 追加業務の選定

導入年度の１０業務選定に当たっては、通算２年を要しました経験から、年

度が変わってから新たな業務を選定するのでは、開発時期が現場の繁忙期と

重なった場合等の対処ができないと考え、前年度に行うこととします。

業務選定については、双方協力のもと行います。職員への希望調査等の作業

は本市情報政策室にて行い、結果の集約及び対象業務の選定候補については

委託業務内とします。選定に当たっては、業務フローの精査等の作業も発生

しますが、これらも委託業務に含めます。

他市事例や本市初年度導入状況を鑑み、適切な判断をしていただけるものと

期待しています。

コ 定例会

プロジェクトリーダによるスケジュールの提示により、双方合意ができまし

たら、それを前提とし、詳細な作業計画を作成してください。

スケジュールについては、業務所管課の繁忙期を考慮する必要があり、全業

務をすべて同時期に進捗させることは困難なため、詳細スケジュールについ

ては、契約後に詳細を詰めることとします。

事業者社内での作業及び業務所管課担当者との協議・作業の場において、統

括する情報政策室職員は毎度立ち会うことはありませんので、定例会におい

てそれらの進捗状況や課題、解決策、リスケ等の報告を行ってください。

なお、緊急を要する案件が生じた場合においては、（３）イのとおりです。
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業務内容 留意事項

※ ＲＰＡ未導入の３部署での導入を実施する 令和３年度、令和４年度において（１）に準じる。

ア ヘルプデスク
ヘルプデスクは、受託者社内とします。

なお、本市端末を遠隔操作することはできません。

イ オンサイト保守

ＲＰＡ運用初年度における業務所管課担当者の疑問について、ヘルプデスク

やメール等で解決できない場合には現地（本市施設内）での支援を行ってく

ださい。障害発生時においては契約期間を通して対応してください。

ウ 職員研修

令和３年度は、１０業務７室課の担当者を対象とし、令和４年度は１３業務

（室課数未定）の担当者を対象とします。

研修内容については、情報政策室との事前協議により決定するものとしま

す。

エ 導入後支援

ＲＰＡ運用初年度においては、業務処理の削減時間や付加価値等効果の測定

方法等を業務所管課担当者へ説明し、その内容を確認したうえで、必要な助

言を行ってください。その際に、ＲＰＡを適用する箇所を変更する方が効果

が高いと判断できる場合については、双方協議のうえ、変更することを可と

しますが、その場合は作業支援をしてください。

対象は、令和３年度は１０業務、令和４年度は３業務とします。

オ 効果検証

業務処理の削減時間や付加価値等効果測定を行い、分析してください。エビ

デンス（分析結果や他事例等）をもとに、本市の今後のＲＰＡの運用にかか

る課題等について具体的な解決策も添えて報告書にまとめたうえで、説明を

行ってください。

実施時期は、各ＲＰＡ導入業務の１年後から半年以内（４月～９月）としま

す。

カ 全庁説明会

ＲＰＡは、まずスモールスタートとして10業務（７室課）を対象として導

入し、毎年度３業務ずつの追加を検討しています。また、ＲＰＡを導入した

室課においては、業務の追加を職員自らが行うことにより、より導入効果を

高めることを期待しています。

（例えば、令和４年度にはＡＩ－ＯＣＲの導入も検討しているため、本市全

体へ向け、どういう業務がＲＰＡを導入すると効果的であるのか、ＡＩ－Ｏ

ＣＲを導入するには、申請様式の見直しを行うべきか、電子申請を推進して

いくべきか、等について。）

キ 追加業務の選定 （１）ケと同様です。

ク 定例会
（１）コと同様ですが、業務内容が縮小されますので、１か月に１回程度を

見込んでいます。
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業務内容 留意事項

ア 進捗管理

本契約締結後、速やかに プロジェクト 計画書を提出してください。 プロ

ジェクト計画は、円滑な作業及び導入が行える計画であることとします。計

画書は、作業全体の工程（全体工程表）、各工程の詳細内容（詳細工程

表）、及びスケジュール（詳細スケジュール表）が確認できる構成としてく

ださい。

イ 障害等の対応

ＲＰＡ適用業務内容によっては迅速な対応を求められる場合があるため、以

下のとおり、本市施設内での作業を実施してください。

１　受付対応時間帯

電話受付及び保守作業対応時間帯は、営業日（土・日曜日、祝日及び年末年

始（12月29日～1月3日）を除く。）の午前９時から午後5時30分までとす

る。

２　当日対応

障害対応受付が営業日の午前９時から午後３時の間に行われた場合は、原則

当日中に技術員を派遣し、速やかに作業着手すること。

３　翌営業日対応

障害対応受付が営業日の午後３時から午後５時３０分の間に行われた場合

は、翌営業日中に技術員を派遣し、速やかに作業着手すること。

４　緊急対応

障害の重要度、緊急度が高いと判断した場合は、保守作業対応時間帯外で

あっても、乙は速やかに技術員を派遣し、障害対応を行うものとする。※必

要があれば時間外単価を定める。

５　関係事業者との連携

障害時における連絡対応、調査を関係事業者と協力して行うこと。なお、障

害の原因が関係事業者によるものである場合には、協力体制を構築し、本市

を通じ当該業者への連絡を行うこと

ウ その他保守対応
緊急時でない限り、双方協議のうえ、対応方法、時間等を調整するものとし

ます。

エ 助言 定例会等において、随時助言を行ってください。
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